
共 通 仕 様 書 

 

１ 件名 

朝倉公共職業安定所外３所のレイアウト変更に伴う物品の新規調達並びに既設什器類

の移設作業等一式 

 

２ 契約履行場所 

朝倉公共職業安定所（以下「朝倉所」）という。） 

住 所：朝倉市菩提寺４８０－３ １Ｆ 

電 話：0946-22-8609 

担 当：北村 

 

福岡西公共職業安定所（以下「福岡西所」）という。） 

住 所：福岡市西区姪浜駅南３－８－１０ １Ｆ 

電 話：092-881-8609 

担 当：樋口 

 

八女公共職業安定所（以下「八女所」）という。） 

住 所：八女市馬場５１４－３ １Ｆ 

電 話：0943-23-6188 

担 当：難波 

 

福岡中央公共職業安定所（以下「福岡中央所」）という。） 

住 所：福岡市中央区赤坂１－６－１９ １Ｆ 

電 話：092-712-8609 

担 当：岸川、張ヶ谷 

 

３ 履行日 

（1） 朝倉所 

令和８年１１月２７日（金）１８時３０分以降～令和８年１１月２８日（土） 

（2） 福岡西所 

令和８年１２月 ４日（金）１８時３０分以降～令和８年１２月 ５日（土） 

（3） 八女所 

令和８年１２月１１日（金）１８時３０分以降～令和８年１２月１２日（土） 

（4） 福岡中央所 

令和８年１２月１１日（金）１８時３０分以降～令和８年１２月１２日（土） 

令和８年１２月１８日（金）１８時３０分以降～令和８年１２月２０日（日）※1 

    ※1…２週目張替範囲のタイルカーペット張替作業日 

※ 履行日翌日の日曜日については予備日とする。なお、日曜日はシステム業者が作業する関

係上、作業に干渉しない物品等の納品（システム配置予定の机、カウンター以外）につい

ては日曜日に作業して問題ないものとする。 

※ 作業日時等の最終調整については、下記５により行う予定である。 
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